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災害復旧にデザインは不要!?
近年、豪雨による水害や土砂災害が頻発してい

る。インフラの災害復旧では原形復旧を理由に武骨
で単純な構造物が構築される例が見られる。その
結果、河川や道路に付随していた多様な機能が失
われてしまうことがある。例えば河川の堤防や護岸
においては、住民が容易に川に近づけるアプローチ
や水際での活動、水際のエコトーンやハビタット、こ
れらを基盤とした地域の歴史文化などが「少しでも
早い本復旧」「同じ災害が起きないように」との説明
の影で失われることがある。
災害復旧をせずにおけというのではない。地域を

支えるインフラ機能の確保を目指す災害復旧が、同
時に地域の大切なものを壊している矛盾が起きてい
るケースがあることに目を向ける必要がある。
災害復旧の時には地域の骨格が大きく再構築さ

れる。地域のインフラには、シビルエンジニアが思
う以上に多くの価値が依存している。だからこそ多
様な価値を取り込むデザインが必要なのである。

時代によって変化してきた土木デザイン
しかし、土木デザインがそのような視点を獲得す
るに至ったのはそう古いことではなく、東日本大震
災復興が大きな契機になっている。さらにそれ以前
にもかなりの変遷があった。戦後の日本における土
木デザインは名神高速道路の計画がルーツである。
それ以降の土木デザインの展開を、事業者・設計者・

大学研究者をとりまく状況に着目して整理した（図
1）。土木デザインは1990年代のシビックデザイン導
入と2000年代の美しい国づくり政策大綱を契機と
して大きく前進した。それと同時に土木デザインの
目指すところも、土木空間・構造物に限った設計か
ら、都市空間の骨格や地域の構成要素としてふさわ
しいものへと視野が広がっている。そうした経緯に
より多様化した土木デザインへの姿勢を、その経緯
や社会的要請、目指す方向性等から分類し、「取り
組みパターン」として概念的に示した。

地域の社会的要請に応えるデザイン
近年展開が著しいのは、災害復旧型・地域再生
型・文化的景観型である。
災害復旧型では、女川を代表例とする東日本大
震災復興など、災害による大きな被害の後に地域の
骨格を再構築する必要に迫られる場合の取り組み
がある。栃木県余笹川のように激甚な災害で河川
環境が大きく壊れ、従前の川の利用形態が維持で
きない場合に、新しい川の環境と利用・維持管理の
手法を再構築するケースもある。
地域再生型は、地域の競争力向上や身近な生活
環境の向上を、土木構造物や空間のデザインからも
取り組むものである。単によいデザインを実現する
ことに留まらず、実現のための仕組みや維持管理の
方策までを含めて検討する事例がある。長崎市や
東村山市では景観専門監という非常勤職に外部の
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専門家が登用され、公共空間の価値を高めるアドバ
イスや体制づくりを担っている。
文化的景観型とは、動き続ける経済・社会の姿と

しての景観に価値を見出す概念である。一律の技
術基準に従う土木事業の推進は、様々なバランスの
上に成立している地域の姿を無意識に壊してしまう
可能性がある。河川護岸や沈下橋の修復など、安
全・安心、利便性の確保と文化的景観の価値を両立
させるための試行錯誤が重要文化的景観の選定地
で進められている。
これら3つのタイプは、きっかけや到達点は異なる

ものの、「インフラが地域の持つ社会的要請にどの
ように応えるか」という本質的課題への取り組みそ
のものであり、そこに課題解決としてのデザインが
求められている。

インフラが作る風景のデザイン
インフラは国土や地域の風景を作り出す存在感

を持っている。これに向き合う取り組みとして、トー
タルデザイン型と正統派土木デザイン型がある。
トータルデザイン型とは、個別の構造物・空間の
デザインを複数の設計者が担い、人が認知する空間
全体のトータリティを実現する取り組みである。複
数のデザイナーの活動を相互に調整し、ひとつの景
観として統合する主体の存在が必要となる。苫田ダ
ム（岡山県）、北彩都あさひかわ（北海道）がその代
表例であり、ランドスケープアーキテクトの職能が
欧米のようには機能していない我が国において、土
木的スケールでランドスケープデザインが実現した
ものと捉えることもできる。
正統派土木デザイン型とは、我が国の戦前の土

木デザインや、ヨーロッパで普及しているような、エ
ンジニアリングとデザインを高次元で統合するデザ
インである。その実現には計画設計の上流段階から
周辺の景観・環境・人の利用等を含めて空間や構造
を一体的に検討する必要がある。それを担う設計
者像としてエンジニア・アーキテクト（総合的なま
ちづくりや空間デザインの領域において、分野を超
えて相互に会話が成立するデザイナー、芸術と技術
を融合する専門家（エンジニア・アーキテクト協会
http://www.engineer-architect.jp/eaa/より引用））が
ある。

表面的な景観配慮とアンチデザイン
景観法施行（2004）以降、景観・デザインには、そ

の必要性を感じている人のみならず、仕事として取
り組まねばならない人も関わるようになった。その
結果、土木デザインの専門家からは残念に見える場
合もある。
修景・景観材料型は、計画・設計の方法を変えず

にできる範囲で何らかの「景観への配慮」を目指す
ため、カラー舗装や表面の修景、擬木、名物の即物
的表現、単純な「景観色」の採用などをデザインと
捉えるものである。コストがかかる割に効果が少な
く、本来ならより早期の検討で対応するべきである。
これは「景観やデザインについてどのように対応す
ればよいのか」という知見が不足していることの証
左である。
基準対応・手続き型は、景観法施行以降設けられ

た景観に関する手続きや基準のチェックをもって対
応が完了すると捉える取り組み姿勢である。こうし
た場合には、よりよい構造物や空間を実現するとい
う観点での議論がなされにくい。
最後に、インフラの関係者には官民を問わずデザ

インに対する拒否反応を示す方がいる。バブル経
済期に高価な材料を用いて後でメンテナンスに苦労
した、土木でデザインを考えることの効用が分から
ないなどの要因が考えられる。

土木デザインの課題
最後に、こうした整理の上で考えられる土木デザ

インの課題について指摘する。

制度運用の硬直化
景観法に基づく景観計画の策定や、公共事業の
各種デザインガイドラインの定着など、土木デザイ
ンの制度的ベースは整ってきた。しかし制度運用が
軌道に乗るに従い、運用が硬直化するケースが見ら
れるようになった。土木デザインではルーチン的運
用か個別検討かの判断を行い、適切な対応を取る
べきである。ところがそれがうまくいかないケース
がある。例えば景観計画に定められた建築物の色
彩の許容範囲を、大規模な橋梁の色彩に当てはめ
て議論しようとする例がある。 また、景観計画に
従って運用した結果、どれだけよい景観が創出され
るのかという疑問に答える情報が存在しない。景観

2 土木デザインの展開

インフラ整備における「デザイン」への社会的要請は、時代によって大きく変化してきた。人口減
少の傾向の中で、災害が頻発し、コストがかけられない現代でこそデザインの必要性が高まってい
ることについて解説いただく。
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法施行20年を超えた現在、実質的な成果の確認が
必要である。

デザインの核心の空洞化
近年、インフラ計画への市民参加が進んでいる。

これ自体はよい方向なのだが、計画・設計段階にお
ける合意形成が重視されるあまり、検討作業の多く
がデザイン検討よりも合意形成作業に割かれる場
合がある。土木デザインがカバーする範囲が拡大し
ている一方で、肝心のデザイン検討が空洞化してい
る可能性がある。

デザインレベルの底上げと頭打ち
景観ガイドライン普及や事例共有によりレベルの
低いデザインは少なくなった。その一方で挑戦的な
デザインをやりにくい状況がある。無難で破綻のな
いデザインが好まれる風潮である。土木デザインは
常に周辺環境との調和だけを旨とするわけではなく、
時には周囲の景観を先導するような方針も必要とな
る。そうしたケースに応えうる状況構築のため、イ
ンフラ分野における設計競技（コンペ）の普及が期
待される。

不安定なデザイン検討業務の位置づけ
インフラの計画設計におけるデザイン検討は、複
雑化するインフラへの社会的要請を解決するため
に、プロジェクトによっては極めて必要性が高くな
る。しかし未だに公共事業におけるデザイン検討業
務の位置づけは不安定である。人口減少下におけ
るインフラ事業は地域の存続に関わることが多い。
このような事業で十分なデザイン検討を行える環境
を発注者・受注者が協力して作り上げていく事が望
まれる。

おわりに
本稿では土木デザインの歴史的経緯について概
観し、土木デザインへの取り組み姿勢や考え方を取
り組みパターンとして説明した上で、土木デザイン
の課題を指摘した。景観やデザインという言葉は使
う人や文脈によって指し示す内容が揺らぎやすいた
め、こうした整理が土木デザインへの理解を深める
ことにつながれば幸いである。
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土木景観・土木デザインの取り組みと成果

●日本道路公団による道路景観設計

名神高速道路
（愛知～兵庫・1963）

横浜市・神戸市等の景観行政

蓮根歩道橋（東京・1977）
太田川基町護岸（広島・1979）
横浜ベイブリッジ（神奈川・1989）

皇居周辺道路（東京・1995）
源兵衛川（静岡・1995）
和泉川東山の水辺（神奈川・1996）

門司港レトロ地区（福岡・1993）

北彩都あさひかわ（北海道・2014）
東京駅丸の内駅前広場と行幸通り

（東京・事業中）

曽木の滝分水路（鹿児島・2011）

通潤用水下井手水路改修（熊本・2012）

小布施町（長野・1980 年代～）
金山町（山形・1980 年代～）

児ノ口公園（愛知・1996）

苫田ダム（岡山・2004）

木野部海岸（青森・2003） 土佐くろしお鉄道中村駅
リノベーション（高知・2010）

日向市駅（宮崎・2008）

●首都高速道路公団による景観設計

●土木学会景観設計三部作出版

●古都保存法（1966） ●独自条例や要綱による景観行政（1970年代～）

●土木学会景観・デザイン委員会設立（1997）
●土木学会デザイン賞開始（2001）

●平成の大合併（1995～2005頃）

合併特例債の活用

景観計画策定数増加
景観計画の定量基準化
（色彩・高さ・緑化等）

担当業務としての景観

●道路事業の構想段階PI(2004）

土木景観は地域資源・課題の可視化に基づく
ヴィジョンの提示とデザインの実践を前提とし
てきた．これはローカルな作法を計画・設計に
取り入れながら全体としての形をまとめること
が要求される地域再生の文脈と合致する．

●文化財保護法への
文化的景観概念導入（2005）

●美しい国づくり政策大綱（2003）

●景観法（2004）
●景観アセスメント試行（2004）

●建設省シビックデザイン導入手法検討委員会（1989）

街路の景観設計（1985）
水辺の景観設計（1988）
港の景観設計（1991）

道路のデザイン（2005）
河川景観デザイン（2008）他

●バブル景気（1986～91）

●東日本大震災（2011）

潤沢な予算 ただし玉石混交

土木デザインの先進事例

「親しみと潤い」

複数事業による総合的空間整備 （住民意見を聴いた上での）
プロによるデザイン

公共空間整備を伴う
景観まちづくり事例の増加

様々な景観材料の開発

土木デザインの規範提示

景観ガイドライン

高質化・グレードアップ

土木景観
先覚者の時代

事業における景観形成の原則化

市民参加・合意形成パブリックインボルブメント (PI)
文化的景観

災害復旧
震災復興

コスト縮減
景観検討体制や費用は十分でないが
「景観に配慮した」事実は欲しい

設計を統合するデザイナーの不在
景観検討のタイミングが遅い

設計プロセス上流への住民参画

装飾or高い材料を使うのが景観との誤解
バブル期の高コスト景観へのアレルギー

コスト・工期の困難さ，基準欠如，前例がないこと
等を理由に景観検討を行わない

計画設計の下流段階でのカラー舗装・擬木・柵・
レリーフ等の採用や，コスト・事業行程に影響を与
えない色彩検討等で「景観配慮」とする

計画設計の上流段階から周辺の景観・環境・人の
利用等を含めて空間や構造を一体的に検討する．
適正な構造と材料で良好な空間を実現する

景観放棄型

修景・景観材料型

正統派土木デザイン型

複数事業・大規模事業においてデザインチームを
作り，一貫性のある空間を創出（トータルデザイン）
する

ガイドラインや条例等によって定められた手続きを
すすめる事で「景観配慮」とする

トータルデザイン型

基準対応・手続き型

ローカルな作法への対応が必須である文化的景観
の保全・活用に際し、社会基盤に要請される機能
との両立をどのように図るか

地域の生活基盤を支える空間構造としての風景が
壊れた際，地域の営みを踏まえてどのように社会
基盤を再構築するか

地域資源を顕在化させ，地域の競争力や住民の愛
着の基盤となる空間や構造物を，合意形成から維
持管理までを含む総合的な観点でどのように実現す
るか

文化的景観型

災害復旧型

土木景観の新たな展開
空間構築方針としての土木景観

土木景観の王道

アンチ土木景観

形式的土木景観

地域再生型

道路景観設計実践

シビックデザイン

公共土木事業における
アメニティ要請

先進的自治体の景観行政 美しい国づくり政策大綱と景観法

トータルデザイン

個別事業での土木デザイン

修景としての景観配慮

手続き化した景観

太田川大橋（広島・2014）

景観まちづくり

景観行政団体・景観計画

規定上の必要事項に淡々と対応する

新しい公共

まちなみ整備 都市再生・地域再生

設計コンペ・プロポーザル

景観デザインによる合意形成

●国の景観施策本格化
（モデル事業・マニュアル類）

道路機能に関する研究と実践
景観研究の広がりと先進事例登場

行政の取り組みと橋梁デザイン
シビックデザインと事例の充実

景観行政の展開と景観まちづくり 景観による地域の価値向上と競争力強化

凡例
キーワード（赤字）  　例 景観まちづくり
 震災復興
代表的事業（青字） 事業名（所在地・竣工年または活動時期）
関連する出来事（黒字）　 ●出来事（発生年）

図1　土木デザインの変遷と現在
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